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不当要求対応フローチャート（モデル例）

当「Joho]においても、昨年10月に服役中だった六代目山口組若頭が出所したことで対立抗争の激化が懸念されると

いうことをお知らせしましたが、その後、刃物、銃器を使用した殺傷事件が続発しており、山口組が分裂した平成27年８

月以降今年１月６日までの間に121件の抗争事件が発生し９人が死亡しているとのことです。

全国警察では、六代目山口組と神戸山口組に対して、組事務所への立入規制や５人以上の組員があつまることが禁

止される「特定抗争指定暴力団」に指定して取締りを進めております。秋田県内にも両団体の配下団体が存在している

ことから、暴力団壊滅のため皆様には県民会議に対する変わらぬご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

さて、昨年５月号から先月号まで、不当要求への対策の基本をQ&A形式でご紹介してきました。

まとめとして、苦情の申出を受けてから対応を終了するまでの流れをフローチャートとしてご紹介します。

苦情の申出

一次対応者

事実確認：５W１H（何時、何処で、誰が、何を、何故、どうした）

要求確認：何を求めているかを具体的に確認

《対応状況の記録作成、以後対応の都度作成》

現場責任者へ連絡・相談 本社対応部署に連絡

対応方針の決定

判断と組織的な対応策の検討・決定

弁護士・警察・県民会議など

外部関係機関との連携

（助言・サポート）

要求内容に

合理的な根拠がない

要求手段・方法が

正当でない

過失があり、損害が発生

過失と損害に因果関係がある

被害拡大など社会的反響が大きい

不当要求
対応すべき

苦情

不当要求には絶対に応じない

事前準備・対応手順

対応要領に則って適切に対応

機を失せずに警察に通報

果たすべき責任を果たす

法的責任と道義的責任を混同しない

＊道義的責任は社会通念上必要とされる範囲

謝罪・賠償・公表（事実と再発防止策などを

ホームページリリース・会見などで）

新たな不当要求 相手方の承諾弁護士による法的対応

裁判所による法的対応

警察による法的対応
ＮＯ ＹＥＳ

対 応 終 了



賛　助　会　員　各　位

機関紙「Joho　２月号　№205」の一部訂正について

　巻頭コメント２行目
　　誤　　‥‥山口組が分裂した平成15年‥‥
　　正　　‥‥山口組が分裂した平成27年‥‥
ですので、お詫びして訂正いたします。

　誠に申し訳ありませんでした。
　よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年３月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専務理事　　小森　和彦
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　私ども県民会議の事務所は、秋田市山王十字路近くの「秋田県社会福祉会館４階」にありますが、今
年３月末日を目処に
　　　　秋田市山王四丁目１番５号　　秋田県警察本部内
に移転する予定でおります。

　場所的には、
　　　　警察本部に向かって右側の第二庁舎１階右奥（トミヤ文具店側）
になります。

　移転した際には改めてお知らせしたいと考えておりますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　皆様には、平素から県民会議の事業運営に関しまして深いご理解と多大なご支援・ご協力を賜り、厚く
御礼申し上げます。

　さて、機関紙「Ｊｏｈｏ」令和２年２月号を別添のとおり配信しましたのでご確認ください。

　今月号では、これまでご紹介した「不当要求への対策の基本Ｑ＆Ａ」のまとめとして、苦情を受けた際
の「不当要求対応フローチャート（モデル例）」をご紹介します。
　来月号では、同じく、これまでのまとめとして、実際の不当要求への対応事例を何点かご紹介したいと
考えております。

　引き続き、皆様方のご理解、ご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　最後になりましたが、
　　　　県民会議事務所の移転予定について
ご連絡いたします。

賛　助　会　員　各　位

　晩冬の候、賛助会員の皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。


